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岡
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岡
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・
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以
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岡

山
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改
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（
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◎
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号

岡
山
県
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則

岡
山
県
庁
舎
防
火
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号
）
の
全
部
を
改
正
す
る
。

（
目
的
等
）

こ
の
規
則
は
、
庁
舎
（
岡
山
県
庁
庁
舎
管
理
規
則
（
平
成
八
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
三
号
）

第
一
条

第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
庁
舎
を
い
う
。
別
表
第
一
に
お
い
て
同
じ

）
及
び
そ
の
敷
地
内
（
以

。

下
「
庁
内
」
と
い
う

）
に
お
け
る
火
災
を
予
防
し
、
及
び
警
戒
す
る
と
と
も
に
、
火
災
及
び
地
震

。

等
の
火
災
以
外
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
軽
減
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

２

庁
内
に
お
け
る
防
火
管
理
及
び
防
災
管
理
（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
」
と
い
う

）
に
つ
い
て

。

は
、
別
に
定
め
の
あ
る
場
合
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
協
議
会
）

庁
内
に
お
け
る
防
火
・
防
災
管
理
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
協
議
す
る
た
め
、
岡
山
県
庁
舎

第
二
条

防
火
・
防
災
管
理
協
議
会
（
以
下
「
協
議
会
」
と
い
う

）
を
置
く
。

。

２

協
議
会
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
協
議
す
る
。

一

消
防
法
（
昭
和
二
十
三
年
法
律
第
百
八
十
六
号
）
第
八
条
第
一
項
（
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項

。
）

（

「

」

に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

の
消
防
計
画

第
十
八
条
第
一
号
に
お
い
て

消
防
計
画

と
い
う

）
の
作
成
及
び
当
該
消
防
計
画
に
基
づ
く
訓
練
、
点
検
等
の
実
施
に
関
す
る
こ
と
。

。

二

防
火
及
び
防
災
に
関
す
る
規
程
等
の
制
定
及
び
改
廃
に
関
す
る
こ
と
。

三

消
防
用
設
備
の
改
善
及
び
整
備
に
関
す
る
こ
と
。

四

防
火
及
び
防
災
に
関
す
る
調
査
、
研
究
及
び
企
画
に
関
す
る
こ
と
。

五

防
火
思
想
及
び
防
災
思
想
の
普
及
に
関
す
る
こ
と
。

六

そ
の
他
防
火
・
防
災
管
理
に
関
す
る
こ
と
。

３

協
議
会
は
、
会
長
及
び
委
員
を
も
っ
て
組
織
す
る
。

４

会
長
は
、
総
務
部
財
産
活
用
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

５

委
員
は
、
次
に
掲
げ
る
者
を
も
っ
て
充
て
る
。

一

岡
山
県
行
政
組
織
規
則
（
昭
和
四
十
一
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
二
号
）
第
十
四
条
第
一
項
に
規

定
す
る
主
管
課
の
課
長
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二

教
育
庁
教
育
政
策
課
長
、
企
業
局
総
務
企
画
課
長
、
警
察
本
部
会
計
課
長
及
び
議
会
事
務
局
次

長
（
組
織
）庁

内
に
、
消
防
法
第
八
条
第
一
項
の
防
火
管
理
者
及
び
同
法
第
三
十
六
条
第
一
項
に
お
い
て

第
三
条

読
み
替
え
て
準
用
す
る
同
法
第
八
条
第
一
項
の
防
災
管
理
者
（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
者
」
と
総

称
す
る

）
の
ほ
か
、
火
気
取
締
責
任
者
及
び
点
検
検
査
員
を
置
く
。

。

（
防
火
・
防
災
管
理
者
）

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
総
務
部
財
産
活
用
課
長
を
も
っ
て
充
て
る
。

第
四
条

２

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
前
条
の
火
気
取
締
責
任
者
（
以
下
「
火
気
取
締
責
任
者
」
と
い
う

）
。

及
び
同
条
の
点
検
検
査
員
（
以
下
「
点
検
検
査
員
」
と
い
う

）
が
従
事
す
る
防
火
・
防
災
管
理
上

。

必
要
な
業
務
（
以
下
「
防
火
・
防
災
管
理
業
務
」
と
い
う

）
を
統
括
す
る
。

。

（
火
気
取
締
責
任
者
）

火
気
取
締
責
任
者
は
、
課
（
岡
山
県
行
政
組
織
規
則
第
二
章
第
一
節
に
規
定
す
る
課
、
岡
山

第
五
条

県
教
育
委
員
会
事
務
局
の
組
織
及
び
事
務
分
掌
規
則
（
昭
和
三
十
一
年
岡
山
県
教
育
委
員
会
規
則
第

十
二
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
及
び
岡
山
県
警
察
組
織
規
則
（
昭
和
二
十
九
年
岡
山
県
公

安
委
員
会
規
則
第
一
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
課
を
い
う
。
第
八
条
第
二
項
及
び
別
表
第
一
に
お
い

て
同
じ

）
の
長
を
も
っ
て
充
て
る
。
た
だ
し
、
岡
山
県
警
察
本
部
に
属
す
る
課
に
係
る
火
気
取
締

。

責
任
者
に
つ
い
て
は
、
岡
山
県
警
察
本
部
長
が
別
に
定
め
る
。

２

火
気
取
締
責
任
者
は
、
防
火
・
防
災
管
理
者
の
命
を
受
け
、
防
火
・
防
災
管
理
者
が
別
に
定
め
る

区
域
内
に
お
け
る
防
火
・
防
災
管
理
業
務
に
従
事
す
る
。

３

第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
防
火
・
防
災
管
理
上
必
要
が
あ
る
と

認
め
る
と
き
は
、
別
に
火
気
取
締
責
任
者
を
指
名
し
、
防
火
・
防
災
管
理
者
が
別
に
定
め
る
区
域
内

に
お
け
る
防
火
・
防
災
管
理
業
務
に
従
事
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

４

火
気
取
締
責
任
者
の
担
当
す
る
業
務
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

５

火
気
取
締
責
任
者
は
、
自
ら
が
防
火
・
防
災
管
理
業
務
に
従
事
す
る
区
域
の
入
口
等
の
見
や
す
い

場
所
に
そ
の
所
属
及
び
職
名
を
表
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
点
検
検
査
員
）

点
検
検
査
員
は
、
防
火
・
防
災
管
理
者
が
指
名
す
る
。

第
六
条

２

点
検
検
査
員
の
区
分
及
び
担
当
す
る
業
務
は
、
別
表
第
一
の
と
お
り
と
す
る
。

（
点
検
検
査
）
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火
気
取
締
責
任
者
は
、
防
火
・
防
災
管
理
業
務
に
従
事
す
る
区
域
及
び
そ
の
周
辺
に
お
け
る

第
七
条

火
気
、
電
気
配
線
、
火
気
を
使
用
す
る
設
備
器
具
（
第
十
条
第
一
項
及
び
別
表
第
一
に
お
い
て
「
火

気
使
用
設
備
器
具
」
と
い
う

、
電
気
器
具
等
に
つ
い
て
、
日
常
的
に
別
表
第
一
に
定
め
る
点
検

。
）

及
び
検
査
（
以
下
「
点
検
検
査
」
と
い
う

）
を
行
う
も
の
と
す
る
。

。

２

点
検
検
査
員
は
、
別
表
第
二
に
定
め
る
基
準
に
従
い
、
点
検
検
査
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
点
検
検
査
の
結
果
の
報
告
及
び
改
善
措
置
）

火
気
取
締
責
任
者
は
、
点
検
検
査
の
結
果
改
善
を
要
す
る
事
項
を
発
見
し
た
場
合
は
、
こ
れ

第
八
条

を
記
録
す
る
と
と
も
に
、
速
や
か
に
防
火
・
防
災
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

点
検
検
査
員
は
、
点
検
検
査
の
結
果
を
そ
の
都
度
記
録
し
、
当
該
記
録
を
保
存
す
る
と
と
も
に
、

所
属
す
る
課
の
長
を
経
由
し
て
防
火
・
防
災
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
点
検
検
査
の
結
果
改
善
を
要
す
る
と
認
め
た
場
合
は
、
必
要
な
改
善
措

置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
等
の
義
務
）

何
人
も
、
防
火
上
又
は
防
災
上
危
険
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
事
項
を
発
見
し
た
と
き
は
、
そ
の

第
九
条

旨
を
速
や
か
に
火
気
取
締
責
任
者
又
は
防
火
・
防
災
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
が
あ
っ
た
場
合
の
報
告
及
び
措
置
に
つ
い
て
は
、
前
条
第
一
項
及
び
第

三
項
の
規
定
を
準
用
す
る
。

（
火
気
等
の
使
用
）

庁
内
に
お
い
て
、
火
気
、
暖
房
用
器
具
又
は
火
気
使
用
設
備
器
具
（
次
項
に
お
い
て
「
火
気

第
十
条

等
」
と
い
う

）
を
使
用
す
る
場
合
は
、
そ
の
使
用
区
域
を
担
当
す
る
火
気
取
締
責
任
者
が
、
あ
ら

。

か
じ
め
防
火
・
防
災
管
理
者
の
承
認
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

庁
内
に
お
い
て
火
気
等
を
使
用
し
た
者
は
、
使
用
後
は
残
火
の
始
末
等
確
実
に
火
災
を
防
止
す
る

た
め
の
措
置
を
講
じ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
の
伝
達
及
び
火
気
等
の
使
用
の
規
制
等
）

庁
内
の
諸
設
備
に
つ
い
て
火
災
発
生
の
危
険
が
切
迫
し
て
い
る
と
認
め
る
と
き
は
、
防
火

第
十
一
条

・
防
災
管
理
者
は
、
そ
の
旨
を
庁
舎
内
の
全
て
の
者
が
認
識
す
る
こ
と
が
で
き
る
方
法
に
よ
り
伝
達

す
る
も
の
と
す
る
。

２

前
項
に
規
定
す
る
場
合
に
お
い
て
、
防
火
・
防
災
管
理
者
、
火
気
取
締
責
任
者
そ
の
他
の
防
火
・

防
災
管
理
に
関
す
る
責
任
者
は
、
火
気
等
の
使
用
等
の
中
止
を
命
じ
、
又
は
危
険
な
場
所
へ
の
立
入

り
を
禁
止
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
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（
放
火
対
策
）

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
庁
内
に
可
燃
物
を
放
置
さ
せ
な
い
等
放
火
を
防
止
す
る
た
め
の

第
十
二
条

措
置
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
危
険
物
の
搬
入
等
）

大
量
の
危
険
物
を
庁
内
に
搬
入
し
、
又
は
庁
内
か
ら
搬
出
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
事
前
に

第
十
三
条

そ
の
旨
を
防
火
・
防
災
管
理
者
に
報
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
防
団
）庁

内
に
お
い
て
火
災
又
は
地
震
等
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
被
害
を
最
小
限

第
十
四
条

度
に
と
ど
め
る
た
め
、
岡
山
県
庁
消
防
団
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
消
防
団
」
と
い
う

）
を
設

。

置
す
る
。

２

消
防
団
の
組
織
及
び
担
当
業
務
は
、
別
に
定
め
る
。

３

庁
内
に
お
い
て
火
災
が
発
生
し
た
場
合
は
、
防
火
・
防
災
管
理
者
の
要
請
に
よ
り
、
消
防
団
が
そ

の
担
当
業
務
を
遂
行
す
る
も
の
と
す
る
。

４

消
防
団
は
、
地
震
等
の
災
害
が
発
生
し
た
場
合
は
、
担
当
業
務
を
遂
行
す
る
ほ
か
、
防
火
・
防
災

管
理
者
の
要
請
に
よ
り
、
庁
内
に
お
け
る
当
該
災
害
に
係
る
被
害
軽
減
の
た
め
の
業
務
等
に
従
事
す

る
も
の
と
す
る
。

（
通
報
）

何
人
も
、
火
災
の
発
生
を
知
っ
た
と
き
は
、
直
ち
に
消
防
機
関
及
び
防
火
・
防
災
管
理
者

第
十
五
条

に
通
報
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
防
火
・
防
災
教
育
）

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
職
員
に
対
し
て
防
火
及
び
防
災
に
関
す
る
教
育
を
行
い
、
職
員

第
十
六
条

は
、
積
極
的
に
こ
れ
に
参
加
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
消
防
・
防
災
訓
練
）

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
火
災
及
び
地
震
等
の
災
害
に
よ
る
被
害
を
最
小
限
度
に
と
ど
め

第
十
七
条

る
た
め
、
消
火
、
通
報
、
避
難
等
の
訓
練
を
適
宜
実
施
す
る
も
の
と
す
る
。

（
消
防
機
関
と
の
連
絡
）

防
火
・
防
災
管
理
者
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
、
常
に
消
防
機
関
と
連
絡
を
密
に

第
十
八
条

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

消
防
計
画
の
提
出

二

教
育
、
訓
練
、
助
言
等
の
要
請
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三

庁
舎
及
び
諸
設
備
の
使
用
を
変
更
す
る
場
合
の
事
前
連
絡
及
び
法
令
に
基
づ
く
諸
手
続

四

そ
の
他
防
火
・
防
災
管
理
に
関
し
必
要
な
事
項

（
そ
の
他
）こ

の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
防
火
・
防
災
管
理
者
が
別
に
定
め
る
。

第
十
九
条附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
岡
山
県
庁
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
改
正
）

２

岡
山
県
庁
庁
舎
管
理
規
則
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
中
「
岡
山
県
庁
舎
防
火
管
理
規
則
（
昭
和
三
十
九
年
岡
山
県
規
則
第
三
十
七
号
）

第
九
条
第
一
項
」
を
「
岡
山
県
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則
（
平
成
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
二
十

九
号
）
第
五
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

（
第
五
条
、
第
六
条
、
第
七
条
関
係
）

別
表
第
一

従

事

者

担

当

業

務

火
気
取
締
責
任
者

所
属
す
る
課
の
所
属
職
員
が
常
時
就
業
す
る
執
務
室
（
当

該
課
の
長
が
管
理
す
る
会
議
室
、
倉
庫
等
を
含
む

）
内

。

に
お
け
る
次
に
掲
げ
る
業
務

一

火
気
、
電
気
配
線
、
火
気
使
用
設
備
器
具
、
電
気

器
具
等
の
点
検
検
査
並
び
に
こ
れ
ら
の
使
用
及
び
取

扱
い
に
関
す
る
監
督

二

物
件
の
整
理
及
び
消
防
活
動
に
支
障
の
あ
る
物
件

の
撤
去

三

そ
の
他
火
災
の
予
防
及
び
火
災
又
は
災
害
に
よ
る

被
害
の
軽
減
に
関
す
る
業
務

点
検
検
査
員

建
築
物
検
査
員

庁
内
の
建
築
物
の
使
用
状
況
の
点
検
検
査

施
設
・
設
備
検

消
火
、
警
報
及
び
避
難
の
た
め
の
設
備
、
防
火
区
画
、
避
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査
員

難
口
、
避
難
階
段
、
消
火
活
動
上
必
要
な
施
設
、
非
常
電

源
、
防
火
設
備
、
排
煙
設
備
、
昇
降
機
設
備
、
通
信
設
備

並
び
に
放
送
設
備
の
点
検
検
査

危
険
物
検
査
員

消
防
法
第
十
三
条
第
一
項
の
甲
種
危
険
物
取
扱
者
又
は
乙

種
危
険
物
取
扱
者
と
連
携
し
た
危
険
物
の
点
検
検
査

巡
視
検
査
員

庁
舎
内
外
の
整
理
及
び
清
掃
の
状
況
、
喫
煙
用
設
備
（
そ

の
周
辺
を
含
む

）
の
管
理
の
状
況
、
出
入
口
、
通
路
及

。

び
非
常
口
周
辺
の
障
害
物
の
状
況
等
の
点
検
検
査

（
第
七
条
関
係
）

別
表
第
二

一

消
防
法
関
係

周

期

区

分

対

象

外
観
点
検

機
器
点
検

総
合
点
検

施
設
・
設
備

消
火
設

消
火
器

年
二
回

検
査

備

そ
の
他
の
設
備

年
二
回

年
一
回

警
報
設

自
動
火
災
報
知
器
及
び

年
二
回

年
一
回

備

ガ
ス
漏
れ
火
災
警
報
設

備

避
難
設

避
難
は
し
ご

救
助
袋

年
二
回

年
一
回

、

、

備

緩
降
機
そ
の
他
の
避
難

器
具
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誘
導
灯

年
二
回

消
火
活

排
煙
設
備
及
び
連
結
送

年
二
回

年
一
回

動
上
必

水
管

要
な
施

設

非
常
コ
ン
セ
ン
ト
設
備

年
二
回

非
常
電
源

年
二
回

年
一
回

危
険
物
検
査

危
険
物
施
設

週
一
回

年
一
回

二

そ
の
他

周

期

区

分

対

象

外
観
点
検

定
期
点
検

定
期
検
査

巡
視
検
査

出
入
口
、
通
路
及
び
非
常
口
周
辺

週
一
回

三
年
に
一

の
障
害
物
の
状
況
、
喫
煙
用
設
備

回

（
そ
の
周
辺
を
含
む

）
の
管
理

。

の
状
況
等

建
築
物
検
査

執
務
室
、
会
議
室
等
の
使
用
状
況

年
一
回

三
年
に
一

及
び
庁
舎
の
外
壁
等
の
状
況

回

施
設
・
設
備

防
火
区
画
、
避
難
口
及
び
避
難
階

年
一
回

三
年
に
一

検
査

段

回

排
煙
設
備
等

月
一
回

年
一
回
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昇
降
機
設
備

月
一
回

年
一
回

放
送
設
備

年
一
回
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
十
号

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に

定
め
る
。

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
四
条
に
見
出
し
と
し
て
「

温
室
効
果
ガ
ス

」
を
付
し
、
同
条
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。

（

）

七

三
ふ
っ
化
窒
素

第
五
十
七
条
第
二
号
ア
中
「
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
」
を
削
り
、
同
条
第
四
号
中
「
第
十
一
号
」
を

「
第
十
二
号
」
に

「
の
合
計
」
を
「
に
当
該
物
質
の
地
球
温
暖
化
係
数
（
地
球
温
暖
化
対
策
の
推
進

、

に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
七
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る
地
球
温
暖
化
係
数
を
い

う

）
を
乗
じ
て
得
た
量
」
に
改
め
る
。

。

附

則

（
施
行
期
日
）

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２

こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
岡
山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
施
行
規
則

以
下

新

（

「

規
則

と
い
う

の
規
定
は

平
成
二
十
八
年
度
以
降
に
お
い
て
提
出
す
べ
き
排
出
削
減
計
画

岡

」

。
）

、

（

山
県
環
境
へ
の
負
荷
の
低
減
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
岡
山
県
条
例
第
七
十
六
号
）
第
百
二
条

第
一
項
に
規
定
す
る
排
出
削
減
計
画
を
い
う
。
以
下
同
じ

）
に
つ
い
て
適
用
し
、
平
成
二
十
七
年

。

度
に
お
い
て
提
出
す
べ
き
排
出
削
減
計
画
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３

平
成
二
十
八
年
度
に
排
出
削
減
計
画
を
提
出
し
よ
う
と
す
る
者
が
、
三
ふ
っ
化
窒
素
に
つ
い
て
新

規
則
第
五
十
七
条
第
四
号
に
該
当
す
る
場
合
に
お
け
る
三
ふ
っ
化
窒
素
に
つ
い
て
の
同
号
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
同
号
中
「
又
は
前
年
度
」
と
あ
る
の
は
「
又
は
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら

平
成
二
十
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
」
と
す
る
。
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◎
岡
山
県
訓
令
第
四
号

庁

中

一

般

出

先

機

関

（

）

。

岡
山
県
職
員
服
務
規
程

昭
和
三
十
六
年
岡
山
県
訓
令
第
五
号

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る

平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

第
二
十
六
条
中
「
発
生
を
防
止
す
る
た
め
」
を
「
予
防
及
び
警
戒
並
び
に
火
災
及
び
地
震
等
の
災
害

に
よ
る
被
害
の
軽
減
の
た
め

」
に

「
置
き
、
そ
れ
ぞ
れ
所
属
長
が
所
属
職
員
の
中
か
ら
指
定
す
る
」

、

、

を
「
置
く
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
二
項
を
加
え
る
。

２

前
項
の
火
気
取
締
責
任
者
は
、
本
庁
に
あ
つ
て
は
所
属
長
と
し
、
そ
の
他
に
あ
つ
て
は
所
属
長
が

所
属
職
員
の
中
か
ら
指
定
す
る
。

３

第
一
項
の
火
気
取
締
責
任
者
の
担
当
業
務
に
つ
い
て
は

岡
山
県
庁
舎
防
火
・
防
災
管
理
規
則

平

、

（

）

。

成
二
十
七
年
岡
山
県
規
則
第
二
十
九
号

に
規
定
す
る
火
気
取
締
責
任
者
の
担
当
業
務
の
例
に
よ
る

第
二
十
七
条
を
削
り
、
第
二
十
八
条
を
第
二
十
七
条
と
し
、
第
二
十
九
条
か
ら
第
三
十
三
条
ま
で
を

一
条
ず
つ
繰
り
上
げ
る
。

附

則

こ
の
訓
令
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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